
89 農業農村整備事業（公共）
【２２２，２２６（２１２，９３９）百万円】

【上記のほか復旧・復興対策４５，１６７百万円】

対策のポイント
「農地」と「水」を最大限に活用し、農業生産力の強化と、安心・安全な

農村づくりを実現します。

＜背景／課題＞
・農業農村整備については、厳しい財政状況の下で、ストックマネジメントの導入によ

る施設の長寿命化や地域ニーズに応じた弾力的な整備等コスト縮減を図りつつ実施し
てきています。

・しかしながら、年間500程度の基幹的農業水利施設が耐用年数を超過しており、特に、
総資産額7.6兆円の国営造成施設については、老朽化のため早期の改修が必要な施設
が今後10年間に2兆円に達する見込みです。また、施設の老朽化に伴い、突発事故件
数も増加傾向にあります。

・一方、不整形、区画狭小などの未整備農地は、経営規模拡大の障害となっており、区画整
備済み水田（全体の約６割）においても、その３分の１は排水不良であり、麦・大豆の生
産に不可欠な排水改良が今後とも必要です。

・このような課題に対応するため、「食料・農業・農村基本計画」に即し、基幹的水利
施設の戦略的な保全管理や食料自給率の向上等に資する農地の基盤整備を推進しま
す。

・また、東日本大震災の教訓を踏まえ、農業水利施設の耐震化対策や、地域コミュニテ
ィを尊重した地域資源の保全管理などによる安心・安全な農村づくり、地産地消型の
農村エネルギー社会の構築に取り組みます。

政策目標
○基幹的水利施設の適時適切な補修や更新等を通じた全国約170万
haの水田及び約40万haの畑への用水の安定供給

○農業生産基盤整備地区における意欲ある多様な農業者へ平成27
年度までに農地を７割以上集積

○湛水被害等の災害が発生するおそれのある農用地を平成27年度
までに約10万ha減少

＜主な内容＞

１．農業水利施設等の防災・減災対策の強化

（１）農業用用排水施設等の耐震化対策の推進
大規模地震のおそれの高い地域における農業用用排水施設に関して、災害の未然

防止のための耐震化対策を実施します。

国営総合農地防災事業（公共） １７，０４３（１６，９７１）百万円

国庫負担率：２／３等

事業実施主体：国

震災対策農業水利施設整備事業（公共） ２，３８２（０）百万円

国庫負担率：１／２等

事業実施主体：都道府県、市町村



（２）国営造成施設における迅速な応急対策等を通じた用水の安定供給の確保
国が造成した基幹的水利施設の突発事故等に対する二次被害の防止、軽減のため

の迅速な応急対策を実施するとともに、畑地かんがい用水を含めた農業用水の安定
供給を確保します。

国営かんがい排水事業〔国営施設応急対策事業費を含む〕（公共）
１１７,９２２（１１３,３８１）百万円

国庫負担率：２／３等
事業実施主体：国

２．担い手への農地集積を促す基盤づくりの推進
（１）農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の整備の推進

大規模経営体が大宗を占める構造の実現に資するため、土地利用型農業の経営
規模拡大に不可欠な農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の整備を推進します。
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業（公共）３０，５１２（２６，２０９）百万円

補助率：１／２等
事業実施主体：都道府県、事業指定法人

国営農地再編整備事業等（公共）９，５１２（８，２９０）百万円
補助率：２／３等
事業実施主体：国

（２）地域自ら行う基盤整備による農業の体質強化と安全な地域づくりの推進
（関連施策）

既に区画が整備されている水田の畦畔除去等による区画拡大や老朽施設の補修等、
営農上の個別課題にきめ細かく対応するとともに安全な地域づくりを推進します。

戦略作物拡大・防災保全整備事業 ２７，０００（０）百万円
補助率：定額、１／２等

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者等の組織する団体（土地改良区等）

３．新たな主体による「農地」・「水」のリスクマネジメントの推進（関連施策）
（１）水路の長寿命化等高度な保全管理への取組の強化

地域コミュニティを活用した水路等の保全管理、長寿命化等の高度な取組を支援
するとともに、広域で地域資源の保全管理を行うなどの多様な体制を整備します。

農地・水保全管理支払交付金 ２５，１４６（２１，１５９）百万円
うち 向上活動支援交付金（拡充）６，１７５（４，７４０）百万円

補助率：定額
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者等の組織する団体 等

（２）地域自ら行う基盤整備による農業の体質強化と安全な地域づくりの推進（再掲）

４．小水力等再生可能エネルギーの導入促進（その他施策）
農村地域において、農業水利施設を活用した地域主導での小水力発電等の整備推

進を行うため、民間団体等の専門的ノウハウを活用した施設整備を先導的に実施し
ます。

小水力等農村地域資源利活用緊急促進事業 ９３２（０）百万円
補助率：定額、１／２等

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体 等

５．農業水利施設の震災対策【復旧・復興対策】
震災の教訓を踏まえ、今後発生しうる大規模地震や余震等により損壊のおそれの

ある農業水利施設の改修・整備等を実施します。

お問い合わせ先：
１の事業 農村振興局水資源課 （０３－３５０２－６２３２（直））
２及び３の事業 農村振興局農地資源課（０３－６７４４－６３５６（直））
４の事業 農村振興局農村整備官（０３－３５０２－６４３０（直））


